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(57)【要約】
　本発明は、電子製品の電源がオン状態にあるか又はオ
フ状態にあるかに基づいて、待機電力を自動で遮断する
ための待機電力遮断装置及びその制御方法に関する。本
発明は、待機電力遮断装置及びその制御方法を適用した
電子製品を提供することにより、別途の機能が付加され
たコンセントを使用せず、従来の一般型コンセントを使
用して待機電力を効率的に遮断することができるように
する。また、本発明は、電源プラグを抜かず、電子製品
の電源がオフ状態となる時自動で待機電力を遮断するこ
とができるため、ユーザの便宜性を最大化する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　待機電力遮断装置であって、
　電子製品の電源をオン又はオフするためのノブスイッチを押すことにより一方向に移動
可能なストライカーと、
　前記電子製品内の電源供給装置に引き込まれる電源ケーブルの１つの接点と他の接点と
が接触するか又は分離されるように前記ストライカーの一側に固定されたストライカーコ
ンタクトと、
　前記ストライカーと所定の間隔を保持し、前記ノブスイッチを押す時、一方向に移動す
るストライカーを磁力により引き付けることにより前記１つの接点と前記他の接点との接
続を保持するための磁石を含むコアと、
　前記電子製品の電源をオフする場合、前記磁石との斥力を発生させることにより前記１
つの接点と前記他の接点とが接触するか又は分離されるようにするソレノイドと、
を含むことを特徴とする待機電力遮断装置。
【請求項２】
　前記ノブスイッチと噛み合うことにより所定の制御信号を伝達するタックノブと、
　前記タックノブにより２つのタックスイッチ接点を接続する板スプリングと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の待機電力遮断装置。
【請求項３】
　前記ソレノイドは、ボビンと、前記ボビンを巻いているソレノイドコイルと、前記電子
製品の電源をオフするための制御電流が入力されるソレノイドコイル端子と、
を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の待機電力遮断装置。
【請求項４】
　前記移動したストライカーを元来の方向に移動するためのストライカースプリングと、
　前記ノブスイッチが押された後に元来の位置に復元するためのノブスプリングと、
をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の待機電力遮断装置。
【請求項５】
　前記電子製品の電源がソフトウェアを用いてオフ状態となる場合、待機電流を測定する
ことにより前記電子製品の電源がオフ状態となったことを判定する待機電流判定部と、
　前記待機電流判定部から出力された値を用いて前記ソレノイドに電流を供給するための
電流判定ドライブ段と、
をさらに含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の待機電力遮断装置。
【請求項６】
　前記電子製品の電源がリモコンを用いてオフ状態となる場合、リモコン受信部から電源
オフ信号が入力される時前記ソレノイドに電流を供給することにより前記１つの接点と前
記他の接点とが分離されるようにし、前記電子製品の電源がリモコンを用いてオン状態と
なる場合、前記リモコン受信部から電源オン信号が入力される時前記ソレノイドに逆電流
を供給することにより前記１つの接点と前記他の接点とが接触するようにするための制御
部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の待機電力遮断装置。
【請求項７】
　前記電子製品が電源オフ状態にある場合、前記リモコンからの信号を受信するためにリ
モコン受信装置に一時電源を供給するための充電用電源供給器をさらに含むことを特徴と
する請求項６に記載の待機電力遮断装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記充電用電源供給器の寿命を延長するために、所定の時間間隔で前記
充電用電源供給器が電源を前記リモコン受信装置に供給するように制御することを特徴と
する請求項７に記載の待機電力遮断装置。
【請求項９】
　前記電子製品の電源がタッチスイッチを用いてオフ状態となる場合、前記タッチスイッ
チから電源オフ信号が入力される時、前記ソレノイドに電流を供給することにより前記１
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つの接点と前記他の接点とが分離されるようにし、前記電子製品の電源がタッチスイッチ
を用いてオン状態となる場合、前記タッチスイッチから電源オン信号が入力される時、前
記ソレノイドに逆電流を供給することにより前記１つの接点と前記他の接点とが接触する
ようにするための制御部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の待機電力遮断装
置。
【請求項１０】
　前記電子製品の電源がノブスイッチを用いてオフ状態となる場合、前記タックノブを通
して２つのタックスイッチ接点が接触することにより発生する電気的信号を受信した後に
、前記電子製品の電源をオフするための制御信号を出力するための制御部と、
　前記制御部から入力された制御信号を用いて前記ソレノイドに電流を供給するための電
流判定ドライブ段と、
をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の待機電力遮断装置。
【請求項１１】
　停電の場合に、待機電力を遮断するために、前記１つの接点と前記他の接点とが分離さ
れるようにするための制御電流を前記ソレノイドに提供するための停電用遮断装置をさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の待機電力遮断装置。
【請求項１２】
　前記待機電力遮断装置は、電子製品の内部に設置されることを特徴とする請求項１に記
載の待機電力遮断装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の待機電力遮断装置を含む電子製品であって、
　前記電子製品の主電源を制御することにより周辺機器の電源を自動で制御するコンセン
ト部を含むことを特徴とする電子製品。
【請求項１４】
　前記コンセント部は、前記主電源のオン又はオフに従って自動で制御されるリレイスイ
ッチを含むことを特徴とする請求項１３に記載の電子製品。
【請求項１５】
　ソフトウェアで駆動される電子製品の待機電力遮断方法であって、
　前記ソフトウェアを用いて電源オフ信号を受信するステップと、
　前記電子製品の電源をオフする前に、データの格納が完了したか否かを決定するステッ
プと、
　前記データの格納が完了した場合、前記電源を制御するためのタックスイッチの接点が
開放状態にあるか否かを判定するステップと、
　前記タックスイッチが開放状態にある場合、前記待機電力を供給するための電源供給装
置に引き込まれる電源ケーブルの１つの接点と他の接点とが接触するか又は分離されるよ
うにするためにソレノイドに電流を供給するステップと、
を含むことを特徴とする待機電力遮断方法。
【請求項１６】
　リモコンで駆動される電子製品の待機電力遮断方法であって、
　前記リモコンを用いて電源オフ信号を受信するステップと、
　電源オフモードを、前記リモコンを用いた入力方式に従って待機モード又は待機電力遮
断モードとして決定するステップと、
　前記モードが前記待機電力遮断モードとして決定された場合、前記電子製品の電源を制
御するためのタックスイッチの接点が開放状態にあるか否かを判定するステップと、
　前記タックスイッチの接点が開放状態にある場合、前記待機電力を供給するための電源
供給装置に引き込まれる電源ケーブルの１つの接点と他の接点とが接触するか又は分離さ
れるようにするためにソレノイドに電流を供給するステップと、
を含むことを特徴とする待機電力遮断方法。
【請求項１７】
　前記リモコンを用いた入力方式は、前記リモコンの電源ボタンが所定の時間以上押され



(4) JP 2011-522360 A 2011.7.28

10

20

30

40

50

るか否かに従って識別されることを特徴とする請求項１６に記載の待機電力遮断方法。
【請求項１８】
　電子製品の電源をオン又はオフするためのノブスイッチと、
　前記ノブスイッチの動作に従って前記電子製品内の電源供給装置に引き込まれる電源ケ
ーブルの１つの接点と他の接点とが接触するか又は分離されるようにするための第１のス
イッチ部と、
　前記ノブスイッチの動作に従って前記電子製品の電源オン信号又は電源オフ信号を発生
するための第２のスイッチ部と、
　前記第２のスイッチ部から前記電源オン信号又は前記電源オフ信号が入力される時、前
記第１のスイッチ部の動作を制御することにより前記電子製品内で消費される待機電力を
自動で遮断するための制御部と、
を含むことを特徴とする待機電力遮断装置。
【請求項１９】
　前記制御部から制御信号が入力される時、前記第１のスイッチ部を動作させるための電
流を供給する第１のスイッチング駆動部をさらに含むことを特徴とする請求項１８に記載
の待機電力遮断装置。
【請求項２０】
　前記第１のスイッチ部は、ラッチングリレイ又は無接点リレイにより駆動されることを
特徴とする請求項１８に記載の待機電力遮断装置。
【請求項２１】
　前記制御部に入力される電源オン信号又は電源オフ信号は、リモコン又はタッチスイッ
チから発生することを特徴とする請求項１８に記載の待機電力遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、待機電力遮断装置及びその制御方法に関し、より詳細には、電子製品内部に
設置されることにより待機電力を自動で遮断するための装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子産業の発達とともに半導体を用いる電子製品が増加し、一般的に、電子製品の電源
を遮断する場合にもその内部で一定の待機電力を消費する。その結果、家庭及び会社で消
費される総電力の１１％～１５％は、この待機電力により浪費される。統計によると、電
子製品で消耗される待機電力により年間数千億ウォンの電力損失が発生すると知られてい
る。
【０００３】
　このような待機電力を減らすことによりエネルギーを節約し、電力生産によるＣＯ２の
排出を減少させることにより環境汚染及び地球温暖化を遅延させることができる。結果的
に、世界の様々な国家は、待機電力を減少させるために待機電力基準を設定し、業界と共
同して待機電力を減少させるための技術の開発に拍車を加えている実情である。
【０００４】
　待機電力を減少させるための方法でマルチコンセントにスイッチを設置して電源オン／
オフを行う方式がある。しかしながら、このような方法は、電源オフ状態で使用が不便で
あるためその実用性を失っている。また、待機電流を測定することにより電源供給を遮断
する方式が韓国特許公開公報１０－２００４－００２０３４４及び１０－２００６－００
４２７８１号に開示されている。上述した韓国特許公開公報に開示されたコンピュータの
待機電力遮断方法は、コンピュータに流れる待機電流を測定することにより待機電流電源
を遮断する方式であるが、もう１つの待機電力は、制御に必要な回路で発生する。さらに
、電子製品のそれぞれの待機電力が相互に異なるため、この待機電力を区別して制御する
ことが難しかった。なお、リモコン受信部を有する電子製品は、受信のための付加の待機
電力を消費する問題点があった。
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【０００５】
　したがって、上述した問題点を解決するための待機電力遮断装置及び方法の必要性が高
まっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００４－００２０３４４号公報
【特許文献２】韓国公開特許第１０－２００６－００４２７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、
待機電力を効率的に遮断するために電子製品の内部で駆動される待機電力遮断装置及びそ
の制御方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、電子製品の電源オン／オフに従って待機電力を自動で遮断するた
めの待機電力遮断装置及びその制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、待機電力遮断装置を提
供する。前記装置は、電子製品の電源をオン又はオフするためのノブスイッチを押すこと
により一方向に移動可能なストライカーと、前記電子製品内の電源供給装置に引き込まれ
る電源ケーブルの１つの接点と他の接点とが接触するか又は分離されるように前記ストラ
イカーの一側に固定されたストライカーコンタクトと、前記ストライカーと所定の間隔を
保持し、前記ノブスイッチを押す時、一方向に移動するストライカーを磁力により引き付
けることにより前記１つの接点と前記他の接点との接続を保持するための磁石を含むコア
と、前記電子製品の電源をオフする場合、前記磁石との斥力を発生させることにより前記
１つの接点と前記他の接点とが接触するか又は分離されるようにするソレノイドとを含む
ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、ソフトウェアで駆動される電子製品の待機電力遮断方法を
提供する。前記方法は、前記ソフトウェアを用いて電源オフ信号を受信するステップと、
前記電子製品の電源をオフする前に、データの格納が完了したか否かを決定するステップ
と、前記データの格納が完了した場合、前記電源を制御するためのタックスイッチの接点
が開放状態にあるか否かを判定するステップと、前記タックスイッチが開放状態にある場
合、前記待機電力を供給するための電源供給装置に引き込まれる電源ケーブルの１つの接
点と他の接点とが接触するか又は分離されるようにするためにソレノイドに電流を供給す
るステップとを含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明のさらに他の態様によれば、リモコンで駆動される電子製品の待機電力遮断方法
を提供する。前記方法は、前記リモコンを用いて電源オフ信号を受信するステップと、電
源オフモードを、前記リモコンを用いた入力方式に従って待機モード又は待機電力遮断モ
ードとして決定するステップと、前記モードが前記待機電力遮断モードとして決定された
場合、前記電子製品の電源を制御するためのタックスイッチの接点が開放状態にあるか否
かを判定するステップと、前記タックスイッチの接点が開放状態にある場合、前記待機電
力を供給するための電源供給装置に引き込まれる電源ケーブルの１つの接点と他の接点と
が接触するか又は分離されるようにするためにソレノイドに電流を供給するステップとを
含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明は、待機電力遮断装置及びその制御方法を適用した電子製品を提供することによ
り個別の機能が付加されたコンセントを使用せず、既存の一般コンセントを使用して待機
電力を遮断することができる。
【００１３】
　また、本発明は、電子製品の電源プラグを抜かず、電源スイッチをオン／オフするに従
って自動で待機電力を遮断することができる。これにより、ユーザは、待機電力を容易に
遮断することができ、この待機電力によるエネルギー消費を節減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による電子製品が電源オフ状態にある時における待機電力遮
断用スイッチの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による電子製品が電源オン状態にある時における待機電力遮
断用スイッチの構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による電子製品が電源オン状態にある時における待機電力遮
断用スイッチの構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品の回路図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態による電子製品がリモコンにより電源オフ状態となる場合に
おける待機電力遮断装置の回路図である。
【図６】本発明の一実施形態による電子製品がリモコンにより電源オン状態となる場合に
おける待機電力遮断装置の回路図である。
【図７】本発明の一実施形態による電子製品がリモコンにより電源オン状態となる場合に
おける待機電力遮断のための制御フローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態による電子製品がタッチスイッチにより電源オン状態となる
場合における待機電力遮断のための制御フローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態による待機電力遮断装置の制御フローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施形態による待機電力遮断装置の制御フローチャートである。
【図１１】本発明の他の実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品の回路図
である。
【図１３】本発明のもう１つの実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品の
回路図である。
【図１４】本発明のもう１つの実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品の
回路図である。
【図１５】本発明のもう１つの実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図で
ある。
【図１６】本発明のもう１つの実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図で
ある。
【図１７】本発明のもう１つの実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図で
ある。
【図１８】本発明のもう１つの実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明を説明するにあたって、関連した公知機能或いは構成に対する具体的な説明が本
発明の要旨を不必要に不明瞭にすると判断された場合、その詳細な説明は省略する。また
、後述する用語は、本発明の機能を考慮して定義されたものであって、ユーザ、運用者の
意図、又は慣例によって変わることができる。したがって、上記用語は、本明細書の全体
内容に基づいて定義されなければならない。
【００１６】
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　本発明は、電子製品に適用される待機電力遮断装置及びその制御方法を提案する。以下
では、本発明の好ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。この電子製品
の電源をオン／オフする時に待機電力遮断装置の構成及び動作について説明すると、次の
ようである。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態による電子製品が電源オフ状態にある時における待機電力
遮断用スイッチの構成を示す図である。より詳細には、図１は、最上部、左側／右側、及
び底部から見た待機電力遮断用スイッチの断面図を示す。
【００１８】
　図１を参照すると、待機電力遮断用スイッチ１００は、ストライカースプリング１０１
、タックノブ１０２、ノブ１０３、ストライカー１０４、ストライカーホルダー１０５、
ストライカーコンタクト１０６及び１２０、第１の接点１０７、第２の接点１０８、第３
の接点１２１、第４の接点１２２、ソレノイドコイル端子１０９、ソレノイド１１０、コ
ア１１１、磁石１１２、ノブスプリング１１３、板スプリング１１４、第１のタックスイ
ッチ接点１１５、第２のタックスイッチ接点１１６、ボビン１１７、及びケース１１８を
含む。ストライカー１０４及びストライカーホルダー１０５は、一体に形成されることが
でき、この一体に形成されたアセンブリーを“ストライカー”と略称する。
【００１９】
　待機電力遮断用スイッチ１００は、電子製品内で設置されることができる。より望まし
くは、待機電力遮断用スイッチ１００は、電子製品内の電源供給装置に引き込まれる電源
ケーブル及び電源スイッチの部分に設置されることができ、これにより、この電子製品が
電源オフ状態にある時、電源供給装置が待機電力の発生を根本的に遮断することができる
。この電子製品が電源オフ状態にある時、待機電力遮断用スイッチ１００の第１の接点１
０７、第２の接点１０８、第３の接点１２１、及び第４の接点１２２は分離されている。
これは、電源が電源供給装置に供給されないようにするために、電源供給装置に引き込ま
れる２つの電源ケーブルが開放されていることを意味する。
【００２０】
　図２は、本発明の一実施形態による電子製品が電源オン状態にある時における待機電力
遮断用スイッチの構成及び動作を示し、図３は、本発明の一実施形態による電子製品が電
源オン状態にある時における待機電力遮断用スイッチの構成を示す。より具体的に、図２
及び図３は、待機電力遮断用スイッチを最上部、左側／右側、及び底部から見た待機電力
遮断用スイッチ１００の断面図をそれぞれ示す。
【００２１】
　図２及び図３を参照すると、この電子製品に電源を供給するか又は遮断するために待機
電力遮断用スイッチ１００のノブ１０３を押すと、ノブ１０３がストライカーホルダー１
０５を押すことができるように構成される。ストライカーホルダー１０５は、ストライカ
ー１０４と一体に形成されることができる。この一体に形成されたストライカーホルダー
及びストライカーを“ストライカー”と略称する。また、ストライカーホルダー１０５は
、ストライカーコンタクト１０６及び１２０と一体に形成されることができる。
【００２２】
　ノブ１０３がＤ方向に押されると、ストライカーホルダー１０５がＡ方向に押され、こ
れにより、鉄で作られたストライカー１０４が一方向に移動する。この移動したストライ
カー１０４は、磁石１１２を含むコア１１１の磁力が作用するＡ方向に引き付けられ、コ
ア１１１に取り付けられる。このような状態で、ストライカー１０４と一体に構成された
ストライカーコンタクト１０６は、第１の接点１０７を押すことにより、ケース１１８に
固定された第２の接点１０８に接触し、ストライカー１０４と一体に構成された他のスト
ライカーコンタクト１２０は、第３の接点１２１を押すことにより、ケース１１８に固定
された第４の接点１２２に接触する。この時、ストライカーホルダー１０５を引き付ける
ためのストライカースプリング１０１もＡ方向に伸張する。
【００２３】
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　また、ノブ１０３が押されると、タックノブ１０２も押される。タックノブ１０２が押
されると、板スプリング１１４も押され、これにより、板スプリング１１４の下に備えら
れた第１のタックスイッチ接点１１５と第２のタックスイッチ接点１１６とが接触する。
【００２４】
　また、ノブ１０３に加えられた力を除去すると、ノブ１０３の下に備えられたノブスプ
リング１１３がＣ方向に復元されるが、ストライカー１０４は、磁力によりコア１１１に
そのまま取り付けられる。したがって、ストライカーコンタクト１０６及び１２０が第１
の接点１０７及び第３の接点１２１を継続して押すことにより接点が接触した状態を保持
する。一方、板スプリング１１４がＣ方向に復元されるとともにタックノブ１０２も復元
され、第１のタックスイッチ接点１１５及び第２のタックスイッチ接点１１６は、相互に
離れている状態を保持する。
【００２５】
　この後、電源オン状態で電子製品を電源オフ状態にするために、ノブ１０３がＤ方向に
押されると、タックノブ１０２も押される。板スプリング１１４は、タックノブ１０２に
より押され、これにより、第１のタックスイッチ接点１１５と第２のタックスイッチ接点
１１６とが接触する。制御信号（又は電源オフ信号）は、この接点間の接触により発生し
、制御回路、すなわち、中央処理処置（ＣＰＵ）又は制御部に提供される。
【００２６】
　電源遮断のための制御信号を受信すると、待機電力遮断用スイッチ１００は、電子製品
内の待機電力を遮断するための動作を行う。待機電力遮断用スイッチ１００は、ソレノイ
ドコイル１１０をボビン１１７に巻いてソレノイドコイル端子１０９に接続するように構
成されたソレノイドを含む。ソレノイドは、コア１１１に挿入される。電流がソレノイド
コイルに印加されると、ソレノイドは、電磁石となり、これにより、第２の磁場及び磁石
１１２を押し出すための力を発生させる。
【００２７】
　その結果、磁石１１２がストライカーを引き付ける力が、ストライカースプリング１０
１がＢ方向に引き付ける力より弱くなり、これにより、ストライカースプリング１０１が
Ｂ方向に復帰する。したがって、ストライカースプリング１０１は、ストライカーホルダ
ー１０５を引き付け、ストライカーホルダー１０５と一体に形成されたストライカー１０
４とストライカーコンタクト１０６及び１２０も元来の位置に復帰する。すなわち、待機
電力遮断用スイッチ１００は、図１に示したように配置され、これにより、第１の接点１
０７と第２の接点１０８とが接触せず、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが接触せ
ず、したがって、電子製品の主電源及び待機電力を遮断する。
【００２８】
　図４は、本発明の一実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品の回路図を
示す。
【００２９】
　図４を参照すると、電子製品４００は、本体４０１、電源部４０４、及びマルチタップ
４０８を含む。本体４０１は、待機電力遮断用スイッチ１００、制御部（又はＣＰＵ）４
０９、電流判定ドライブ段４０２、及び待機電流判定部４０３を含むことができる。
【００３０】
　待機電力遮断用スイッチ１００は、本体４０１の電源スイッチ部分に設置することが好
ましい。しかしながら、待機電力遮断用スイッチ１００が電子製品４００内の他の位置に
設置されることもできることは当業者に自明である。電源部４０４は、電源供給装置（Sw
itching Mode Power Supply：ＳＭＰＳ）部４０５及びコンセント部４０６を含むことが
できる。マルチタップ４０８は、電源を周辺機器に供給するために使用される。例えば、
電子製品４００がコンピュータである場合、この周辺機器は、プリンター、モニター、及
びスキャナーなどであることができる。以下の説明において、本発明に関連しないこの周
辺機器の動作については、説明を省略する。
【００３１】
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　図４は、待機電力遮断装置がＴＶ又は洗濯機のような電子製品４００の内部に設置され
ることにより待機電力を遮断するための回路の構成を示す。以下では、この回路の構成及
び動作について詳細に説明する。
【００３２】
　待機電力遮断用スイッチ１００は、電子製品４００の本体４０１で使用が便利な所定の
位置に備えられることができる。電子製品４００の電源をオンとなるようにするためには
、待機電力遮断用スイッチ１００のノブ１０３が押される場合、第１の接点１０７と第２
の接点１０８とが接触し、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが接触し、交流（ＡＣ
）電源が電子製品４００の電源部４０３に供給される。この交流電源が電源部４０３の電
源供給装置（ＳＭＰＳ部）４０５の変圧器Ｔ１に印加されると、電源供給装置４０５は、
本体４０１に必要な直流（ＤＣ）電源を発生させる。
【００３３】
　待機電力を遮断するために、電源供給装置４０５に引き込まれる電源ケーブルの中の１
つのケーブルに接点を設置することにより電源の供給を遮断することができる。しかしな
がら、本発明の実施形態において、この待機電力は、この電源ケーブルの両方に接点を設
置することにより遮断される。このようにして、この待機電力を完全に遮断することがで
きる。すなわち、電源供給装置４０５のラインフィルターＣ１０及びＣ１１が接地に接続
されるため、接点がこの２つの電源ケーブルの中の１つに設置される場合、他のケーブル
のキャパシターを通して漏れ電流が接地に流れることがある。
【００３４】
　また、本発明は、電源を本体４０１に供給するための電源部４０４に加えて、周辺機器
の電源も制御することができる所定のコンセント部４０６を含んでもよい。コンセント部
４０６は、電源部４０４の内部又は外部に設置されることができる。電源を電子製品４０
０に印加すると、コンセント部４０６のリレイＫ１が動作し、リレイスイッチが接点ｋ１
ｂから接点ｋ１ａに移動する。このようにして、電子製品４００の本体４０１に電源が印
加される時、コンセント部４０６のコンセント４０７に電源が供給される。一方、電子製
品４００の電源がオフとなる場合、コンセント部４０６のリレイＫ１が動作し、これによ
り、リレイスイッチが接点ｋ１ｂに戻る。したがって、電子製品４００の電源がオフとな
ると、コンセント４０７には電源が供給されない。
【００３５】
　例えば、プリンター、モニター、スキャナーなどのような周辺機器がコンセント４０７
に接続され、電源の供給を受ける場合、周辺機器の主電源及び待機電力は、主装置、すな
わち、電子製品４００の電源を遮断することにより自動で遮断することができる。
【００３６】
　電源の供給で正常に動作する電子製品４００の電源をオフするために、ソフトウェア又
はスイッチを使用して電源オフ動作を行う場合がある。ここで、ソフトウェアを使用した
電源オフ動作は、電子製品４００に電源オフ機能を予め設定し、この電源オフ機能を自動
で実行することを意味する。例えば、ＴＶで就寝予約時間を設定し、ＴＶの電源を自動で
オフするか、又は洗濯を完了する時洗濯機の電源を自動でオフする場合である。
【００３７】
　電子製品４００に組み込まれたソフトウェアを用いて電源をオフする場合、電子製品４
００は、データの格納を完了した後に本体４０１で最小の電力を消費するように制御され
る。この時流れる待機電流を感知するために、抵抗Ｒ５を電源供給ラインに直列に接続す
る。本体４０１に流れる電流量に従って抵抗Ｒ５の両端での電圧が変化する。本体４０１
に流れる電流が抵抗Ｒ５の両端電圧の変化に基づく待機電流であるか否かを判定するため
には、抵抗Ｒ３及びＲ４と比較器Ｕ１とを含む待機電流判定部４０３を備えることができ
る。待機電流判定部４０３が流れている電流が待機電流であると判定する場合、トランジ
スタＱ１を含む電流判定ドライブ段４０２は、待機電力遮断用スイッチ１００のソレノイ
ドコイルに電流を流れるようにするために構成される。
【００３８】
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　一方、この電源オフ動作がスイッチを用いて実行される場合、電源オフスイッチ（ノブ
スイッチ）が押される時、第１のタックスイッチ接点１１５と第２のタックスイッチ接点
１１６とが接触する。この際、制御信号（又は電源オフ信号）が発生し、この制御信号は
、図４の中央処理処置(ＣＰＵ)４０９に提供される。すなわち、中央処理処置４０９の入
力Ｉ１がロー状態となる場合、中央処理処置４０９は、電源オフ動作が要求されると判定
する。したがって、データの格納を完了した後、中央処理処置４０９は、ソレノイドを駆
動させるために、出力Ｏ１と電流判定ドライブ段４０２のトランジスタＱ１とが共通接続
されるように制御することができる。
【００３９】
　一方、電子製品４００の回路が公開されない場合には、待機電流感知回路を備えて待機
電力遮断装置を制御する。他方、この回路が公開される場合には、中央処理処置４０９は
、この待機電力遮断装置を直接制御することができる。
【００４０】
　この電源を上述したような２つの方式でターンオフする場合、中央処理処置４０９は、
待機電力を遮断するための動作についてより詳細に説明すると次のようである。
【００４１】
　まず、スイッチを用いて電子製品４００の電源をオフする場合、中央処理処置４０９は
、現在まで実行された動作と関連したデータを格納する。このデータの格納を終了する時
、中央処理処置４０９は、ハイレベルの出力Ｏ１を発生させることによりトランジスタＱ
１を動作させ、電流が待機電力遮断用スイッチ１００のソレノイドに流れるようにする。
ソレノイドは、電磁石として機能することにより磁石１１２との斥力（repulsive force
）を発生させる。その結果、ストライカー１０４は、コア１１１から分離され、その元来
の位置に復帰する。また、ストライカー１０４がその元来の位置に復帰すると、ストライ
カー１０４と一体に形成されたストライカーコンタクト１０６と１２０とが分離されるこ
とにより、第１の接点１０７と第２の接点１０８とが分離され、第３の接点１２１と第４
の接点１２２とが分離される。結果的に、外部から印加される交流電源が電源部４０４の
電源供給装置（ＳＭＰＳ）４０５に供給されず、したがって、電子製品４００の主電源及
び待機電力を完全に遮断することができる。また、電源部４０４への電源供給が遮断され
る時、コンセント部４０６のリレイＫ１が動作することにより、リレイスイッチは、接点
ｋ１ａから接点ｋ１ｂに移動する。その結果、コンセント４０７の電源も遮断され、これ
により、周辺機器の主電源及び待機電力を自動で遮断することができる。
【００４２】
　他方、ソフトウェアを用いて電子製品４００の電源をオフする場合、電子製品４００の
動作と関連したデータの格納が完了する時、本体４０１に待機電流だけが流れる。このよ
うな状態で、抵抗Ｒ５に流れる電流は、待機電流判定部４０３により測定される。待機電
流判定部４０３は、この流れる電流を測定し、この測定された電流を所定のしきい値と比
較することにより、この流れる電流が待機電流であるか否かを判定する。待機電流判定部
４０３がこの流れる電流が待機電流であると判定する場合、電流判定ドライブ段４０２は
、トランジスタＱ１をターンオンさせることによりソレノイドに電流を流れるようにする
。ソレノイドは、電磁石として機能することにより磁石１１２との斥力を発生させ、これ
により、ストライカー１０４は、コア１１１から分離される。その結果、第１の接点１０
７と第２の接点１０８とが分離され、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが分離され
ることにより、電源部４０４への電源供給が遮断される。結果的に、外部から印加される
交流電源が電源部４０４の電源供給装置４０５に供給されないことにより、電子製品４０
０の主電源及び待機電力を完全に遮断することができる。電源部４０４への電源供給が遮
断される時、コンセント部４０６のリレイＫ１が動作し、したがって、リレイスイッチは
、接点ｋ１ａから接点ｋ１ｂに移動する。
【００４３】
　その結果、コンセント４０７の電源も遮断されることにより、周辺機器の主電源及び待
機電力を遮断する。上述したように、電子製品４００の回路が公開される場合、電子製品
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４００は、待機電力遮断装置を直接制御し、他方、この回路が公開されない場合、待機電
流をチェックし制御することにより待機電力を効率的に遮断することができる。
【００４４】
　図５は、本発明の一実施形態に従ってリモコンにより駆動される電子製品の待機電力遮
断装置の回路図である。
【００４５】
　図５を参照すると、本発明の実施形態に従って、待機電力遮断用スイッチ１００及びリ
モコンにより制御されるＴＶ、ホームシアター、エアコン、及び温風炉などのような電子
製品５００は、電子製品５００の電源部５０６、リモコン受信装置５０２、コンセント部
４０６、及び制御部（又は中央処理処置）５０４を含む。以下の説明において、制御部５
０４は、マイコン（マイクロコンピュータ）Ｕ２　４０５であると仮定する。また、本発
明の内容に関係しない装置の動作については、その説明を省略する。
【００４６】
　以下、本発明の実施形態では、電子製品５００がスイッチを用いて電源オン状態となり
、リモコンを用いて電源オフ状態となると仮定して説明する。
【００４７】
　待機電力遮断用スイッチ１００は、電子製品５００の電源スイッチ部分に設置すること
が好ましい。例えば、待機電力遮断用スイッチ１００は、便利な使用のために電子製品５
００の前面に位置することができる。電子製品５００は、スイッチにより電源オンとなる
ことにより、第１の接点１０７と第２の接点１０８とが接触し、第３の接点１２１と第４
の接点１２２とが接触する。したがって、電源部５０６に交流電源が供給される。電源部
５０６は、変圧器Ｔ２を通して交流電源を直流電源に変換することにより電子製品５００
の本体に必要な直流電源を供給する。
【００４８】
　電源が電源部５０６に供給されると、リレイＫ２は、周辺機器の電源を制御するように
動作する。すなわち、コンセント部４０６のリレイスイッチが接点ｋ２ａから接点ｋ２ｂ
に移動することによりコンセント４０７に電源を供給する。コンセント部４０６を通して
周辺機器の電源を制御する。
【００４９】
　リモコンを使用しない電子製品又はリモコンを使用することができるが、他の方式（ス
イッチ又はソフトウェア）で電源オフ可能な電子製品の場合に待機電力を遮断する方法に
ついては上述したので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００５０】
　言い換えれば、電子製品の電源を、スイッチを用いてオフする場合、待機電力遮断用ス
イッチ１００の第１のタックスイッチ接点１１５と第２のタックスイッチ接点１１６とが
接触することにより制御信号（又は電源オフ信号）を発生させる。この制御信号を感知す
るために、マイコンＵ２　５０４のインタラプト端子ＩＲＱが待機電力遮断用スイッチ１
００の抵抗Ｒ２の一側に接続される。インタラプト信号がインタラプト端子ＩＲＱに印加
される場合、マイコンＵ２　５０４は、ハイレベルの出力Ｏ２を発生させる。出力信号Ｏ
２は、トランジスタＱ２をターンオンさせることにより、電流が待機電力遮断用スイッチ
１００のソレノイドコイル１１０に流れるようにする。ソレノイドは、電磁石として機能
することにより磁石１１２との斥力を発生させる。その結果、ストライカー１０４は、コ
ア１１１から分離され、その元来の位置に復帰する。また、ストライカー１０４がその元
来の位置に復帰すると、ストライカー１０４と一体に形成されたストライカーコンタクト
１０６と１２０とが分離されることにより、第１の接点１０７と第２の接点１０８とが分
離され、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが分離される。
【００５１】
　結果的に、外部から印加される交流電源が電源部５０６の電源供給装置に供給されない
ため、電子製品５００の主電源及び待機電力を遮断することができる。この際、コンセン
ト部４０６の電源も遮断することにより、周辺機器に供給される電源も遮断されることに
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より周辺機器で浪費される待機電力をともに遮断することができる。
【００５２】
　一方、洗濯機又は電子レンジにおけるように選択されたコースが完了した場合（言い換
えれば、ソフトウェアを用いて電源をターンオフする場合）にも、ハイレベルの出力Ｏ２
は、マイコンＵ２（又は中央処理処置）５０４から発生する。出力信号Ｏ２は、トランジ
スタＱ２をターンオンさせることにより電流が待機電力遮断用スイッチ１００のソレノイ
ドコイル１１０に流れるようにする。ソレノイドは、電磁石として機能することにより磁
石１１２について斥力を発生させる。その結果、ストライカー１０４は、コア１１１から
分離され、その元来の位置に復帰する。また、ストライカー１０４がその元来の位置に復
帰すると、ストライカー１０４と一体に形成されたストライカーコンタクト１０６と１２
０とが分離されることにより、第１の接点１０７と第２の接点１０８とが分離され、第３
の接点１２１と第４の接点１２２とが分離される。結果的に、外部から印加される交流電
源が電源部５０６の電源供給装置に供給されないため、電子製品５００の主電源及び待機
電力を遮断する。
【００５３】
　以下では、リモコンを用いて電子製品５００の電源をオフする場合に待機電力を遮断す
るための装置及び方法について詳細に説明する。リモコンにより駆動される電子製品５０
０は、リモコン信号を受信するためのリモコン受信部と受信センサーとを含むリモコン受
信装置５０２を含む。リモコン受信部により電源オフ信号を受信すると、上述したように
、ハイレベルの出力Ｏ２は、マイコンＵ２　５０４から発生する。出力信号Ｏ２は、トラ
ンジスタＱ２をターンオンさせることにより電流が待機電力遮断用スイッチ１００のソレ
ノイドコイル１１０に流れるようにする。この時、ソレノイドは、電磁石として機能する
ことにより磁石１１２について斥力を発生させる。その結果、ストライカー１０４は、コ
ア１１１から分離され、その元来の位置に復帰する。また、ストライカー１０４がその元
来の位置に復帰すると、ストライカー１０４と一体に形成されたストライカーコンタクト
１０６と１２０とが分離されることにより、第１の接点１０７と第２の接点１０８とが分
離され、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが分離される。
【００５４】
　電子製品の電源をリモコン又はタッチスイッチを用いてオンにする時における待機電力
遮断装置及び方法について図６乃至図８を参照して説明する。リモコン又はタッチスイッ
チにより駆動される電子製品の場合に、待機電力を遮断するために電子製品内に引き込ま
れる交流電源を完全に遮断することができる。しかしながら、電子製品の電源をさらにオ
ンにするためには、リモコン受信装置又はタッチスイッチを駆動するための最小の電源が
要求される。
【００５５】
　図６は、本発明の一実施形態による電子製品がリモコンを用いて電源オン状態となる場
合における待機電力遮断装置の回路図であり、図７及び図８は、本発明の一実施形態に従
って待機電力を遮断するための制御フローチャートである。
【００５６】
　図６及び図７を参照すると、電子製品６００は、待機電力遮断用スイッチ１００、電源
部６０１、マイコンＵ２、コンセント部６０３、リモコン受信装置６０２、電源制御部６
０８、充電用電源供給器６０４、太陽電池充電部６０９、状態判定部６０５、電流ドライ
ブ段６０６、及びタッチスイッチ６０７を含む。
【００５７】
　リモコン受信装置６０２は、受信センサーとリモコン受信部とを含み、電源オン信号又
は電源オフ信号をリモコンから受信する。電源制御部６０８は、電源オフ状態で充電用電
源供給器６０４の電流消費を最小化することができるように、リモコン受信装置６０２へ
の電源供給を制限するためにトランジスタＱ６及びダイオードＤ４を含む。
【００５８】
　充電用電源供給器（又は充電用バッテリー）６０４は、電源オフ状態でリモコン信号を
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感知するためにリモコン受信装置６０２に電源を供給する充電用バッテリーとダイオード
Ｄ１及びＤ２とを含む。また、充電用電源供給器６０４は、電源オフ状態でタッチスイッ
チ６０７を駆動するための電源を供給する。太陽電池充電部６０９は、光りで充電用電源
供給器６０４を充電するように電流逆流防止用ダイオードＤ５と太陽電池とを含む。状態
判定部６０５は、正常の電源状態を判定することができるように抵抗Ｒ６と抵抗Ｒ７とを
含む。電流ドライブ段６０６は、電源オン又は電源オフの時にソレノイドコイル端子１０
９の極性を変えることにより駆動動作を実行することができるようにトランジスタＱ３、
Ｑ４、Ｑ５、及びＱ７を含む。
【００５９】
　まず、タッチスイッチ又はリモコンで制御可能な電子製品６００の場合に、マイコンＵ
２は、電源オフ状態で常に目覚めているのではなく、周期的に目覚める。ここで、マイコ
ンＵ２が目覚めている状態をウェイクアップモードと呼び、マイコンＵ２が目覚めていな
い状態をスリープモードと呼ぶ。電子製品６００の電源オフ状態で、マイコンＵ２は、電
流消費を最小化するようにスリープモードに滞在する。その理由は、マイコンＵ２がウェ
イクアップモードにある場合、リモコン受信装置６０２の受信センサーは、常にリモコン
から信号を受信することができる状態を保持すべきであり、したがって、通常、１．５ｍ
Ａを消費することにより、充電用電源供給器６０４の電源を速く消費するためである。
【００６０】
　例えば、１０００ｍＡＨバッテリーを使用する場合、このバッテリーが１０００／１．
５＊２４＝２７．８日の間使用された後に全部放電される。したがって、ユーザが１年以
上バッテリーを使用しない場合には、１０００ｍＡＨよりさらに大きい容量のバッテリー
が要求される。本発明の一実施形態において、容量が少ないバッテリーの使用が可能であ
るように、マイコンＵ２からの出力Ｏ４が１秒の間に５０ｍｓｅｃのみに対してローレベ
ルにある場合、トランジスタＱ６は、５０ｍｓｅｃのみに対してターンオン状態となる。
このようにして、マイコンＵ２が５０ｍｓｅｃごとに目覚めるために、受信センサーは、
５０ｍｓｅｃごとにリモコンからの信号を感知する。この時、リモコンから受信センサー
に送信される信号は、５０ｍｓｅｃ以上継続して受信される信号でなければならない。
【００６１】
　このように、マイコンＵ２は、スリープモードで電源を受信センサーに供給することに
より、電源をリモコン受信装置６０２に供給するためのバッテリーの使用期間を約２０倍
延長することができる。また、２０個月内に１回でも電源がターンオン状態となる場合、
充電用バッテリーは、充電されることができる。
【００６２】
　電源が電子製品６００に供給される場合、マイコンＵ２は、スリープモードから目覚め
、その出力Ｏ４をハイレベルに保持し、これにより、充電用バッテリー６０４からの電源
を遮断する。また、マイコンＵ２は、電源を、ダイオードＤ４を通してリモコン受信装置
６０２に継続して供給することにより、受信センサーが信号を感知することができるよう
にする。現在使用されるリモコンは、電源スイッチが１回押される場合、通常信号を１回
発生させる。電源オン動作の間に、受信部が５０ｍｓｅｃごとに目覚めるため、タイミン
グが正確ではない場合誤作動が発生し得る。したがって、電源信号が１秒の間継続して受
信される信号となるようにリモコン信号を制御することにより、誤動作なしに制御可能で
ある。
【００６３】
　充電用電源供給器６０４は、電源オフ状態で、電源を、ダイオードＤ１を通してマイコ
ンＵ２、リモコン受信装置６０２、及びタッチスイッチ用コンデンサー６０７に供給する
。正常の電源が供給されると、ダイオードＤ３を通して電源が供給され、ダイオードＤ１
が逆バイアスとなることにより充電用バッテリー６０４からの電源供給を遮断する。また
、正常の電源が供給される場合、充電用バッテリー６０４は、充電用バッテリー６０４か
らの放電量と同一の量でダイオードＤ２を通して充電される。太陽電池充電部６０９を有
する電子製品の場合、充電用バッテリー６０４は、太陽光又は電光により充電されること
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ができる。
【００６４】
　一方、正常の電源状態を判定するために、抵抗Ｒ６及び抵抗Ｒ７を直列に接続すること
によりマイコンＵ２の入力Ｉ１に接続する。マイコンＵ２は、マイコンＵ２の入力Ｉ１が
ハイである場合に正常の電源状態（電源オン状態）であると判定し、マイコンＵ２の入力
Ｉ１がローである場合に電源オフ状態であると判定する。
【００６５】
　リモコン又はタッチスイッチから電源オン信号を受信すると、マイコンＵ２は、入力Ｉ
１がハイであるか又はローであるかを判定する。入力Ｉ１がローである場合、マイコンＵ
２の出力Ｏ２は、ハイに保持されることによりトランジスタＱ７及びトランジスタＱ５を
ターンオンさせる。この際、待機電力遮断用スイッチ１００のソレノイドコイル端子１０
９の極性がｒで“＋”であり、ｓで“－”であり、したがって、ソレノイドと磁石１１２
とが異極性を有することができる。その後、ソレノイドと磁石１１２間で強い引力が作用
し、磁石１１２を含むコア１１１は、ストライカー１０４を引き付けることにより第１の
接点１０７と第２の接点１０８とが接触し、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが接
触し、その結果、電源が供給される。
【００６６】
　リモコン又はタッチスイッチから電源オフ信号を受信すると、マイコンＵ２の出力Ｏ３
は、所定の時間の間にハイに保持されることによりトランジスタＱ３及びトランジスタＱ
４をターンオンさせる。待機電力遮断用スイッチ１００のソレノイドコイル端子１０９の
極性がｒで“－”であり、ｓで“＋”であり、したがって、ソレノイドと磁石１１２とが
同極性を有することができる。その後、ソレノイドと磁石１１２間で斥力が発生すること
により磁石１１２を含むコア１１１がストライカー１０４を押し出し、第１の接点１０７
と第２の接点１０８とが分離され、第３の接点１２１と第４の接点１２２とが分離される
ことにより、電源供給が遮断される。
【００６７】
　本発明の実施形態では、タッチスイッチ、リモコン、及びノブスイッチにより駆動され
る電子製品を一例として使用する。ノブスイッチがタッチスイッチとともに備えられる理
由は、充電用バッテリー６０４がまったく放電されるためタッチスイッチを使用すること
ができない場合にも待機電力遮断用スイッチ１００のノブ１０３を押すことにより電源供
給が可能であるためである。
【００６８】
　一方、電子製品の使用の間に停電が発生した場合、待機電力を遮断するための方法が要
求される。停電の間に待機電力を遮断するためには、ダイオードＤ５及びキャパシターＣ
２０は、状態判定部６０５及び電流ドライブ段６０６に接続される。以下の説明において
、ダイオードＤ５及びキャパシターＣ２０は、まとめて停電用遮断装置と呼ばれる。停電
が発生する場合に、抵抗Ｒ６及びＲ７がローとなり、マイコンＵ２がこの抵抗値を読み出
すことによりソレノイドが動作するように制御し、したがって、待機電力遮断用スイッチ
が開放されるように制御する。ダイオードＤ５は、停電の場合にキャパシターＣ２０に充
電された電圧が放電されないようにし、キャパシターＣ２０の容量は、マイコンＵ２が停
電を判定し、ソレノイドが動作するように制御することができる容量として決定される。
【００６９】
　図８は、本発明の一実施形態による電子製品がタッチスイッチにより電源オン状態とな
る場合における待機電力を遮断するための制御フローチャートである。図８を参照すると
、上述した待機電力遮断方法は、電子製品がリモコンにより電源オン状態となるだけでは
なく、電子製品がタッチスイッチにより電源オン状態となる場合にも同様に適用されるこ
とができることがわかる。すなわち、スリープモードで約１μＡを消費するタッチスイッ
チがタッチされる場合、インタラプト端子ＩＲＱがハイとなり、マイコンＵ２が目覚め、
上述した電源オン動作を実行する。電源オン信号を感知するために、マイコンＵ２のイン
タラプト端子ＩＲＱは、タッチスイッチ６０７に接続される。インタラプト信号がインタ
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ラプト端子ＩＲＱに印加される場合、マイコンＵ２は、ハイレベルの出力Ｏ２を発生する
。
【００７０】
　以下では、待機電力遮断装置を含む電子製品の待機電力を遮断するための制御方法につ
いて図９及び図１０を参照して詳細に説明する。
【００７１】
　図９は、本発明の一実施形態による待機電力遮断装置の制御フローチャートである。本
実施形態では、オペレーティングシステム（ＯＳ）のようなソフトウェアにより駆動され
る電子製品の待機電力を遮断するための制御方法について説明する。
【００７２】
　図９を参照すると、ステップ９０１で、電子製品は、電源オン状態となる。ステップ９
０２で、電子製品は、正常の動作を実行する。ステップ９０３で、電子製品が電源オフ状
態となる場合、この工程は、ステップ９０４に進む。ステップ９０４で、電子製品がソフ
トウェアを用いて電源オフ状態となる場合、この工程は、ステップ９０５に進み、いまま
で処理されたデータを格納する。ステップ９０４で、電子製品がソフトウェアを用いて電
源オフ状態とならない場合、この工程は、ステップ９０６に進み、電子製品がノブのよう
なスイッチを用いて電源オフ状態となるか否かを判定する。すなわち、タックスイッチが
ノブを通して電源オフ状態となるか否かを判定する。タックスイッチがノブを通して電源
オフ状態となる場合、この工程は、ステップ９０５に進み、データの格納を完了する。
【００７３】
　データの格納が完了すると、この工程は、ステップ９０７に進み、タックスイッチ接点
が開放されているか否かを確認する。これは、タックスイッチ接点が密接している状態で
ソレノイドに電流を供給する場合、電源を遮断してもノブが押されている状態でさらに電
源が供給されることによりハンティング現象を防止するためである。また、電子製品がス
イッチを用いて電源オフ状態となる場合、データの格納が完了し、タックスイッチ接点が
開放されているか否かを確認する。タックスイッチ接点が開放されている場合、この工程
は、ステップ９０８に進み、電流をソレノイドに供給する。電流をソレノイドに供給する
時待機電力遮断装置が動作し、したがって、電子製品の主電源及び待機電力が遮断される
。
【００７４】
　図１０は、本発明の他の実施形態によるリモコンにより駆動される電子製品の待機電力
を遮断するための制御フローチャートである。
【００７５】
　図１０を参照すると、ステップ１００１で、電子製品は、電源オン状態となる。ステッ
プ１００２で、電子製品は、正常の動作を実行する。ステップ１００３で、電子製品が電
源オフ状態となる場合、この工程は、ステップ１００４に進む。ステップ１００４で、電
子製品がリモコンを用いて電源オフ状態となる場合、ステップ１００５で、リモコンから
受信される信号が所定の時間Ｔ以上継続して受信されるか否かを確認する。
【００７６】
　ステップ１００４で、電子製品がリモコンを用いて電源オフ状態とならない場合、この
工程は、ステップ１００６に進み、電子製品がノブを通したスイッチを用いて電源オフ状
態となるか否かを判定する。言い換えれば、タックスイッチがノブを用いて電源オフ状態
となるか否かを確認する。タックスイッチが電源オフ状態となる場合、この工程は、ステ
ップ１００５に進み、電源オフ信号が所定の時間Ｔ以上受信されるか否かを確認すること
により電源オフモードを決定する。
【００７７】
　例えば、電子製品がリモコンを用いて電源オフ状態となる場合に、電源オフモードがエ
アコン又はＴＶのような電子製品の電源が完全に遮断されず、電子製品が最小の待機電力
を消費する待機モードと、電源オフ信号が所定の時間Ｔ以上継続して受信される場合に、
待機電力が完全に遮断される待機遮断用モードとを含む。すなわち、暖房期にエアコンの
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使用が不必要な場合、エアコンの待機電力は、リモコン又は電源スイッチを介して所定の
時間Ｔ以上電源オフ信号を送信することにより完全に遮断される。他方、所定の時間Ｔよ
り短い時間の間に電源オフ信号を送信することにより、エアコンは、待機モードで動作す
る。電子製品の中央処理装置又は制御装置は、電源オフ信号を受信することにより動作モ
ードを決定することができる。
【００７８】
　ステップ１００５で、所定の時間Ｔ以上の電源オフ信号が入力される場合、ステップ１
００７に進み、タックスイッチ接点が開放されているか否かを確認する。これは、タック
スイッチ接点が密接した状態で電流をソレノイドに供給する場合、電源を遮断してもノブ
が押されている状態でさらに電源が供給されることによりハンティング現象を防止するた
めである。
【００７９】
　また、この電子製品がスイッチを用いて電源オフ状態となる場合、タックスイッチ接点
が開放されているか否かを確認する。タックスイッチ接点が開放されている場合、この工
程は、ステップ１００８に進み、電流をソレノイドに供給する。ステップ１００８で、電
流がソレノイドに供給されると、ステップ１００９で、待機電力遮断装置が動作すること
により、電子製品の主電源及び待機電力を遮断する。ステップ１００５で、電源オフ信号
が所定の時間Ｔより短い時間の間に入力される場合、この工程は、ステップ１０１０に進
み、電子製品は、待機モードで動作する。ステップ１０１１で、この電子製品がリモコン
又はスイッチを用いて電源オン状態となる場合、この電子製品は、さらに正常の動作を実
行する。
【００８０】
　ステップ１０１２で、電源オフ信号がリモコン又はタックスイッチを通して入力される
か否かを判定する。ステップ１０１３で、この電源オフ信号がリモコン又はタックスイッ
チを通して所定の時間Ｔ以上入力されるか否かを判定する。電源オフ信号が所定の時間Ｔ
以上入力される場合、ステップ１００７に進む。他方、電源オフ信号が所定の時間Ｔ以上
入力されない場合、この工程は、ステップ１０１０に進む。ステップ１００７及びその次
のステップで、上述した動作を繰り返す。上述した制御方法を通して電子製品が電源オフ
状態となる場合、電子製品の待機電力を効率的に遮断することができる。
【００８１】
　以下では、本発明の他の実施形態による待機電力遮断装置について説明する。
【００８２】
　図１１は、本発明の他の実施形態による待機電力遮断用スイッチの構成を示す図である
。図１１を参照すると、待機電力遮断用スイッチ１１００は、ユーザの手により押される
ためのノブ（又はノブスイッチ）１１０１と、ノブ１１０１と一体に形成され、導体で構
成されたプレート１１１０上に第１の接点１１１１と第２の接点１１１２とを備える。ま
た、待機電力遮断用スイッチ１１００は、第１の端子１１０９に圧搾した第３の接点１１
１３と第２の端子１１０８に圧搾した第４の接点１１１４とを含む。また、タックノブ１
１０２は、板スプリング１１０３により第３の端子１１０６及び第４の端子１１０５と接
触され分離されることができるように構成される。
【００８３】
　待機電力遮断用スイッチ１０００は、次のように動作する。ノブ１１０１が手により押
されると、図１１の（ｂ）に示すように、プレート１１１０の第１の接点１１１１と第２
の接点１１１２とが第１の端子１１０９に圧搾された第３の接点１１１３と第２の端子１
１０８に圧搾された第４の接点１１１４に接触する。この時、第１の端子１１０９と第２
の端子１１０８とが相互に接続される。また、タックノブ１１０２を押し、板スプリング
１１０３を押すことにより、第３の端子１１０６と第４の端子１１０５とが接続され、ノ
ブスプリング１１０７が圧縮される。
【００８４】
　ノブ１１０１が後で解除される場合に、図１１の（ａ）に示すようにノブスプリング１
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１０７がその元来の状態に復元されることにより、第１の端子１１０９及び第２の端子１
１０８が開放され、第３の端子１１０６及び第４の端子１１０５も開放される。
【００８５】
　図１２は、本発明の他の実施形態による待機電力遮断装置を適用した電子製品の回路図
である。図１２を参照すると、待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押す場合、第１
の端子１１０９と第２の端子１１０８との接点が接触し、したがって、交流電源を電源部
６０１に供給する。電源部６０１は、交流電源を直流電源に変換することにより電子製品
に必要な電源を供給する。マイコンＵ２は、所定の時間の間にハイレベルの出力Ｏ２を発
生することによりトランジスタＱ７及びトランジスタＱ５をターンオンする。この時、電
流がラッチングリレイコイルを通してｒからｓに流れる場合、接点１２０４と接点１２０
６とが接触するようにラッチングリレイ１２０２をターンオンする。待機電力遮断用スイ
ッチ１１００のノブを解除することにより第１の端子１１０９と第２の端子１１０８との
接点が分離された後でも、電源は、電源部６０１に継続して供給され、したがって、電子
製品は、正常の動作を実行する。
【００８６】
　この後、電子製品の電源をオフするために待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押
す場合、待機電力遮断用スイッチ１１００の第３の端子１１０６と第４の端子１１０５と
が接触する。この時、マイコンＵ２の端子ＩＲＱは、ハイとなり、マイコンＵ２は、所定
の時間の間にハイレベルの出力Ｏ３を発生することによりトランジスタＱ３及びトランジ
スタＱ４をターンオンする。電流がラッチングリレイコイルを通してｓからｒに流れるこ
とによりラッチングリレイ１２０２をターンオフする場合、接点１２０４と接点１２０６
とが分離される。したがって、電源部６０１に供給される交流電源が遮断され、これによ
り、電子製品の電源がオフとなる。
【００８７】
　図１３は、本発明のもう１つの実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品
の回路図である。図１３を参照すると、待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押すと
、ターミナル１１０８とターミナル１１０９との接点が接触することにより電源が電源部
６０１に供給される。電源部６０１は、交流電源を直流電源に変換することにより電子製
品に必要な電源を供給する。この時、マイコンＵ２は、ローレベルの出力Ｏ２を発生する
ことにより電流が無接点リレイ１３０４のフォトＬＥＤ　ＬＤ１に流れるようにし、その
結果、無接点リレイ１３０４の入力端子１３０６及び出力端子１３０８をターンオンさせ
る。したがって、待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを解除することにより第１の端
子１１０８と第２の端子１１０８との接点が分離された後でも、電源は、電源部６０１に
継続して供給され、電子製品は、正常の動作を実行する。
【００８８】
　この後、電子製品の電源をオフするために待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押
す場合、待機電力遮断用スイッチ１１００の第３の端子１１０６と第４の端子１１０５と
が接触する。この時、マイコンＵ２の端子ＩＲＱは、ハイとなり、マイコンＵ２は、ハイ
レベルの出力Ｏ２を発生することにより無接点リレイ１３０４のフォトＬＥＤ　ＬＤ１に
流れる電流を遮断する。したがって、無接点リレイ１３０４の入力端子１３０６及び出力
端子１３０８がターンオフ状態となる場合、電源部６０１に供給される交流電源が遮断さ
れる。
【００８９】
　図１４は、本発明のもう１つの実施形態に従って待機電力遮断装置を適用した電子製品
の回路図である。図１４を参照すると、待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押すと
、端子１１０８と１１０９との接点が接触することにより、リレイＫ５のコイルに電流が
流れる。リレイＫ５のコイルを通して電流が流れる場合、スイッチは、接点Ｋ５ａからＫ
５ｂに移動し、リレイＫ６の端子Ｋ６ａを通して電源部６０１に交流電源が供給される。
電源部６０１は、交流電源を直流電源に変換することにより電子製品に必要な電源を供給
する。この時、待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを解除する場合、待機電力遮断用
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スイッチ１１００の端子１１０８と１１０９とが分離されても、電源は、電子製品に継続
して供給され、したがって、電子製品は、正常の動作を実行する。
【００９０】
　この後、電子製品の電源をオフするために待機電力遮断用スイッチ１１００のノブを押
す場合、待機電力遮断用スイッチ１１００の第３の端子１１０６と第４の端子１１０５と
が接触する。この時、マイコンＵ２の端子ＩＲＱは、ハイとなり、マイコンＵ２は、ハイ
レベルの出力Ｏ３を発生することによりトランジスタＱ８をターンオンする。トランジス
タＱ８がターンオン状態となると、リレイＫ６の接点は、端子ｋ６ａから端子ｋ６ｂに接
続される。したがって、外部電源から電源部６０１に供給される交流電源が遮断される。
【００９１】
　図１５乃至図１８は、本発明のもう一つの実施形態による待機電力遮断装置の構成を示
す図である。待機電力遮断用スイッチ１５００は、第１のストライカースプリング１５３
０、タックノブ１５０２、ノブ１５０３、第１のストライカー１５３１、第２のストライ
カー１５３２、第２のストライカースプリング１５３３、第１の接点１５０７、第２の接
点１５０８、第３の接点１５２１、第４の接点１５２２、ソレノイド端子１５０９、ソレ
ノイド１５３６、ソレノイドコイル１５３７、ボビン１５３５、脱着板１５３４、ノブス
プリング１５１３、板スプリング１５１４、第１のタックスイッチ接点１５１５、及び第
２のタックスイッチ接点１５１６を含む。以下では、待機電力遮断用スイッチ１５００の
動作について簡単に説明する。
【００９２】
　図１５を参照すると、まず、電子製品の電源をオフするためにノブ１５０３を押す場合
、第１のストライカー１５３１の輪部分と第２のストライカー１５３２の輪部分とが噛み
合うことにより、第１の接点１５０７と第２の接点１５０８とが接触し、第３の接点１５
２１と第４の接点１５２２とが接触する。これと同時に、タックノブ１５０２が押され、
板スプリング１５１４により第１のタックスイッチ接点１５１５と第２のタックスイッチ
接点１５１６とが接触する。この後、このノブが解除されても、これらの接点は、第１の
ストライカースプリング１５３０により接触した状態に保持される。図１６は、ノブ１５
０３を押した後に解除した待機電力遮断用スイッチ１５００の状態を示す。第１の接点１
５０７と第２の接点１５０８とが接触し、第３の接点１５２１と第４の接点１５２２とが
接触すると、上述したように、電子製品に電源が供給される。
【００９３】
　図１７及び図１８を参照すると、電子製品の電源をオフするために、ノブ１５０３が押
された後に解除される場合、第１のタックスイッチ接点１５１５と第２のタックスイッチ
接点１５１６とが接触した後に分離される。電源オフ信号は、第１のタックスイッチ接点
１５１５と第２のタックスイッチ接点１５１６間の接触／分離により発生する。この電源
オフ信号は、制御部に提供され、この制御部は、ソレノイド１５３６を動作させるための
電流を供給する。電流がソレノイド１５３６に供給されると、ソレノイド１５３６は、電
磁石として機能し、この電磁石は、脱着板１５３４を引き付ける。その結果、第１のスト
ライカー１５３１の輪部分と第２のストライカー１５３２の輪部分とが遊離することによ
り、第１の接点１５０７と第２の接点１５０８とが分離され、第３の接点１５２１と第４
の接点１５２２とが分離される。したがって、上述したように、電子製品への電源が遮断
されることにより待機電力を遮断することができる。
【００９４】
　上述した説明からわかるように、待機電力遮断装置は、様々な実施形態を通じて実現さ
れることができる。本発明の様々な実施形態による待機電力遮断装置を用いて、電子製品
の電源プラグを抜かず電源スイッチのみをターンオフすることにより電子製品の待機電力
を自動で遮断することができる。
【００９５】
　上述した待機電力遮断装置は、一般に外部から入力される電源ケーブルの１つの接点と
他の接点とが接触するか又は分離されるようにするための第１のスイッチ部と、電子製品
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達するための第２のスイッチ部と、第１のスイッチ部を制御するための制御部とを含む。
第１のスイッチ部は、ノブ及びリレイスイッチに関連し、第２のスイッチ部は、ノブスイ
ッチの動作に関連して動作するタックノブに関連する。待機電力遮断装置は、第１のスイ
ッチ部を駆動するための駆動部を含んでもよく、駆動部は、制御部により制御される。
【００９６】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
【００９７】
　すなわち、上述した本発明の詳細な説明では、電子製品で待機電力を効率的に遮断する
ための実現例を説明した。しかしながら、本発明は、類似の技術的背景及び産業装備など
にも本発明の範囲を逸脱することなく適用可能であり、これは、当該技術分野で熟練した
技術的な知識を有する者の判断に従ってなされる。
【符号の説明】
【００９８】
　１００　　　待機電力遮断用スイッチ
　１０１　　　ストライカースプリング
　１０２　　　タックノブ
　１０３　　　ノブ
　１０４　　　ストライカー
　１０５　　　ストライカーホルダー
　１０６、１２０　　　ストライカーコンタクト
　１０７　　　第１の接点
　１０８　　　第２の接点
　１２１　　　第３の接点
　１２２　　　第４の接点
　１０９　　　ソレノイドコイル端子
　１１０　　　ソレノイド
　１１１　　　コア
　１１２　　　磁石
　１１３　　　ノブスプリング
　１１４　　　板スプリング
　１１５　　　第１のタックスイッチ接点
　１１６　　　第２のタックスイッチ接点
　１１７　　　ボビン
　１１８　　　ケース
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